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                                    呉 市 教 育 委 員 会 会 議 録  

  令和６年７月２６日定例会 

 

１ 開催日時 令和６年７月２６日（金）  １４：００開会 

１７：０３閉会 

２ 開催場所 ７５８会議室（呉市役所７階） 

 

３ 出席委員 教育長         寺 本 有 伸 

教育長職務代理者    佐々木   元 

委 員         吉 中 由美子 

委 員         辻   佑 子 

委 員         大之木 小兵衛 欠席委員なし 

 

４ 出席職員 教育部長        石 川 直 之 

       教育部副部長      横 田 三 奈 

教育部副部長      伊 藤 賀 世 

       教育部参事補兼呉高等学校事務長 羽 田 光 利 

       教育総務課長      新 本 康 司 

学校施設課長      瀧 川 孝 徳 

学校教育課長      木 屋 善 貴 

学校安全課長      田 村 峡 平 

文化振興課長      三 浦 美佐子 

観光振興課長      瀧 川 雅 子 

学校施設課主幹     丸 石   大 

教育総務課課長補佐   橋 本 優 子 

 

５ 傍 聴 者 ２人  

 

６ 日  程 

（１）会期決定について 

（２）前回会議の報告 

（３）報告第19号 寄附受納について 

（４）報告第20号 寄附受納について 

（５）報告第21号 寄附受納について 

（６）報告第22号 寄附受納について 

（７）報告第23号 野呂山再整備基本構想策定業務について 

（８）教議第38号 「教育委員会事務点検・評価（令和５年度事務事業対象）」に係る意見交換

について 

（９）教議第39号 呉市教育振興基本計画の見直しに係る意見交換について 

（10）教議第40号 臨時代理の承認について（教職員人事） 
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（１５：００） 

教 育 長 それでは，委員の２分の１以上の出席をいただいていますので，地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第14条第３項の規定により，これより定例会を開会

します。 

日程第１の「会期決定について」を議題とします。 

お諮りします。会期は，本日１日としたいと思いますが，これに御異議ござい

ませんか。 

 （異議なしの声） 

教 育 長 御異議なしと認めます。 

よって会期は，本日１日と決定されました。 

本日の会議録署名委員は，大之木委員・佐々木委員にお願いいたします。 

それでは，日程第２の「前回会議の報告」を求めます。 

橋本課長補佐 （令和６年６月28日定例会について報告） 

教 育 長 本日提出されたもののうち，日程第８及び日程第９については，教育委員会と事

務局との意見交換が趣旨でありますので秘密会，日程第10については，人事案件の

ため秘密会としたいと思いますが，これに御異議はございませんか。 

 （異議なしの声） 

教 育 長 御異議なしということで，本日の議題についてはそのように決定されました。 

 

報告第19号 寄附受納について 

 

教 育 長 それでは，日程第３の報告第19号「寄附受納について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

瀧 川 課 長 それでは，報告第19号「寄附受納について」御説明しますので，資料の１ページ

を御覧ください。 

この度，渡辺綾子様から,自身の母親が，生前，学校教育に携わっていたため，

学校に役立つ物を寄附したいという遺志を継ぎ，広南小学校へ図書392点，約70万

円相当の寄附申込みがあり，これを受納することといたしました。 

説明は，以上でございます。 

教 育 長 ただいま，事務局から日程第３の報告第19号「寄附受納について」の説明があり

ましたが，これについて，御質問，御意見がありましたらお願いいたします。 

 （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。 

 

報告第20号 寄附受納について 

 

教 育 長 次に，日程第４の報告第20号「寄附受納について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

瀧 川 課 長 それでは，報告第20号「寄附受納について」御説明しますので，資料の３ページ

を御覧ください。 

この度，呉市立長迫小学校ＰＴＡから長迫小学校に対し，長迫小学校創立100周

年記念として，１台約70万円相当の音響用ミキサーの寄附申込みがあり，これを受
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納することといたしました。 

説明は，以上でございます。 

教 育 長 ただいま，事務局から日程第４の報告第20号「寄附受納について」の説明があり

ましたが，これについて，御質問，御意見がありましたらお願いいたします。 

 （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。 

 

報告第21号 寄附受納について 

 

教 育 長 次に，日程第５の報告第21号「寄附受納について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

瀧 川 課 長 それでは，報告第21号「寄附受納について」御説明しますので，資料の５ページ

を御覧ください。 

この度，呉グリーンライオンズクラブから，同クラブの結成65周年記念事業とし

て，呉市立学校に対し，100台，約200万円相当のＡｐｐｌｅＴＶの寄附申込みがあ

り，これを受納することといたしました。 

説明は，以上でございます。 

教 育 長 ただいま，事務局から日程第５の報告第21号「寄附受納について」の説明があり

ましたが，これについて，御質問，御意見がありましたらお願いいたします。 

 （なしの声） 

教 育 長 この件につきましては，佐々木委員が御尽力いただきましたことを紹介させてい

ただきます。ありがとうございました。 

御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。 

 

報告第22号 寄附受納について 

 

教 育 長 次に，日程第６の報告第22号「寄附受納について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

三 浦 課 長 それでは，報告第22号「寄附受納について」御説明しますので，資料の７ページ

を御覧ください。 

昭和25年に発足した水彩連盟呉支部は，平成26年に水彩連盟広島支部と統合し，

広島県支部に改編されました。 

本件は，呉支部が発足して以来，これまでに蓄えられた2,441,600円を全額呉市

に寄附し，呉市立美術館が必要とする美術作品を購入してもらいたいと，水彩連盟

広島県支部から寄附申込みを頂き，これを受納したものでございます。 

受納した寄附金は，呉市美術品取得基金に一旦積み立て，呉市立美術館横山館長

が選定した美術作品を購入する予定です。 

また，本年６月20日木曜日に，水彩連盟広島県支部に対し，呉市長からの感謝状

を贈呈いたしました。 

説明は，以上でございます。 

教 育 長 ただいま，事務局から日程第６の報告第22号「寄附受納について」の説明があり

ましたが，これについて，御質問，御意見がありましたらお願いいたします。 
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 （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。 

 

報告第23号 野呂山再整備基本構想策定業務について 

 

教 育 長 次に，日程第７の報告第23号「野呂山再整備基本構想策定業務について」を議題

とします。 

事務局の説明を求めます。 

新 本 課 長 それでは，報告第23号「野呂山再整備基本構想策定業務について」御説明いたし

ます。 

資料９ページを御覧ください。 

本件は，呉市が野呂山山頂地区に設置しております，呉市教育委員会の権限に属

している呉市野呂山セントラルロッジのほか，観光振興課が所管する国民宿舎野呂

高原ロッジ等，計５施設を含む野呂山山頂エリア全体に係る野呂山再整備基本構想

策定業務についての御報告でございます。 

１の業務の背景でございますが，野呂山山頂にある野呂高原ロッジ等の観光施設

等は開設から56年以上，川尻筆づくり資料館は開設から39年が経過し，施設の老朽

化や多様化する観光客のニーズに対応できていない状況が見られるようになって

きており，野呂山の魅力向上に向けて再整備が必要となっています。 

２の業務内容でございますが，呉市教育委員会の権限に属している呉市野呂山セ

ントラルロッジのほか，観光振興課が所管する国民宿舎野呂高原ロッジ等，計５施

設や園地を含む野呂山山頂エリア全体で，民間活用による実現可能な事業を調査・

検討し，令和６年度中に野呂山再整備基本構想を策定するものでございます。 

３の委託事業者の公募，選定でございますが，令和６年４月１日から５月17日に

野呂山再整備基本構想策定業務の委託事業者を公募型プロポーザルにより募集し，

令和６年６月３日に事業者選定委員会を開催し，優先交渉権者として株式会社建設

技術研究所中国支社を選定いたしました。 

令和６年６月17日に当該事業者と契約を締結したところでございます。 

４の業務期間につきましては，令和６年６月17日から令和７年３月21日までとな

っております。 

５の今後の予定でございますが，野呂山関係者で構成する「野呂山検討協議会」

を年４回ほど開催し，そこでの意見を踏まえながら，呉市野呂山セントラルロッジ

を含む野呂山山頂エリア全体の再整備基本構想の令和６年度中の策定を目指して

おります。 

説明は，以上でございます。 

教 育 長 ただいま，事務局から日程第７の報告第23号「野呂山再整備基本構想策定業務に

ついて」の説明がありましたが，これについて，御質問，御意見がありましたらお

願いいたします。 

 （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。 
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        （１４：１１） 

教 育 長 それでは，ここで一旦定例会を中断させていただいて，先に「トピックス」の説

明をお願いします。 

(各課からトピックス等について説明) 

教 育 長 それでは議題に戻りますので，説明員の交代をお願いします。 

これより秘密会の議題に入ります。 

        （１４：３８） 

 

教 育 長 以上で定例会を閉会します。 

        （１７：０３） 
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上記のとおり，会議の次第を記載して，その相違ないことを証するため，ここに署名する。 

 

 

（ 教育長  寺 本 有 伸 ） 

 

 

                           （ 委  員  大之木 小兵衛 ） 

 

 

（ 委  員  佐々木   元 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和６年７月２６日定例会） 


